
 

鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部を改正する条例（案）要綱 

 

１ 改正する目的 

  不燃物処理手数料の額を改定するとともに、本組合が設置する可燃物処理施設に搬

入される一般廃棄物の処理に関する手数料を定め、併せて所要の整備を行うためであ

る。 

 

２ 改正する内容 

 ⑴ 不燃物処理手数料の額について改正を行うこと。（別表２の項関係） 

⑵ 本組合が設置する可燃物処理施設に搬入される一般廃棄物の処理に関する手数料

を定めること（別表３の項（新設）関係） 

⑶ 可燃物処理手数料を定めること等に伴い所要の整備を行うこと。（第３条関係及び

第４条第１項関係） 

 

３ 施行期日 

 ⑴ 令和３年４月１日 

   別表２の項中の改正規定等（不燃物処理手数料の額の改正等） 

  ⑵ 令和４年７月３１日までにおいて鳥取県東部広域行政管理組合規則で定める日 

   第３条第１項の改正規定、第４条第１項の改正規定及び別表中２３の項を２４の項

とし、３の項から２２の項までを１項ずつ繰り下げ、２の項の次に１項を加える改

正規定（可燃物手数料を定めること等） 

 

４ 経過措置（不燃物処理手数料の改定関係） 

  改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例別表２の項の規定は、令和３年４

月１日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料について

は、なお従前の例による。 

 

正副管理者会議 資料２ 
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鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第３条 手数料は、次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める方法により徴収

する。 

第３条 手数料は、次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める方法により徴収

する。 

 

 

 

 

 

 

（削除） ２ 前項の規定による不燃物処理手数料を徴収した

ときは、計量票兼領収書を発行する。 

（手数料の減免等） （手数料の減免等） 

第４条 組合の不燃物処理施設又は可燃物処理施設

に、組合を組織する市町自らが一般廃棄物を搬入

する場合又は当該市町が委託により搬入する場合

には、一般廃棄物処理手数料を徴収しない。 

第４条 組合の不燃物処理施設                  

に、組合を組織する市町自らが一般廃棄物を搬入

する場合又は当該市町が委託により搬入する場合

には、不燃物処理手数料    を徴収しない。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

  

 

区分 方法 

（略） （略） 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和 45 年法律第

137号）第 6条の 2第 1項の

規定により鳥取県東部広域

行政管理組合（以下「組合」

という。）が設置する不燃物

処理施設又は可燃物処理施

設に搬入される一般廃棄物

の処理手数料（以下「一般廃

棄物処理手数料」という。） 

搬入   の際に徴収する方

法。ただし、                                                

管理者が特別な理由があると

認めるとき      は、後納と

することができる。 

（略） （略） 

 

区分 方法 

（略） （略） 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和 45 年法律第

137号）第 6条の 2第 1項の

規定により鳥取県東部広域

行政管理組合（以下「組合」

という。）が設置する不燃物

処理施設              

に搬入される一般廃棄物

の処理手数料（以下「不燃物    

処理手数料」という。） 

処理の申出の際に徴収する方

法。ただし、組合を組織する

市町の一般廃棄物収集運搬業

者のうち管理者が特別な理由

があると認める者について

は、後納する  ことができ

る。 

（略） （略） 

 

種類 金額 

1（略） （略） 

2 不燃物処理手数料 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 6条の 2第 1項の規定に

より組合が設置する不燃物処理

施設に搬入される一般廃棄物の

処理に関する手数料 

搬入物の重量 10キログラ

ム（10キログラムに満た

ない端数があるときは、

10キログラムとする。）

につき 390円 

3 可燃物処理手数料 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 6条の 2第 1項の規定に

より組合が設置する可燃物処理

施設に搬入される一般廃棄物の

処理に関する手数料 

搬入物の重量 10キログラ

ム（10キログラムに満た

ない端数があるときは、

10キログラムとする。）

につき 120円 

4～24 （略） （略） 

 

種類 金額 

1（略） （略） 

2 不燃物処理手数料 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 6条の 2第 1項の規定に

より組合が設置する不燃物処理

施設に搬入される一般廃棄物の

処理に関する手数料 

搬入物の重量 10キログラ

ム（10キログラムに満た

ない端数があるときは、

10キログラムとする。）

につき 370円 

（新設） （新設） 

3～23 （略） （略） 
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